
新規１３サービス項目整理の基本的考え方について 

 

 

○ 現行のカテゴリー１～８までの項目や標準項目間の重複等を整理する。 

  標準項目については、カテゴリー等の体系に合わせて振り分ける。 

 

 

 

 

○ 先行サービスとの整合性を図り、東京都の福祉サービス第三者評価制度内

の考え方の一体性を確保する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 「４．サービスの実施」の評価項目は、《自立支援→生活支援等→健康維持→

機能訓練→自主性（快適性）→家族→地域との交流》の順に並べ替える。 

 

○ 標準項目はひとつの事象を指す具体的な表現を避けたうえで、数を減らす。 

 

○ サブカテゴリー３「個別状況に応じた計画策定・記録」では、各サービスにおけ

る現状を踏まえて対応する。（計画の名称等） 

 

例：マニュアルに関する      サブカテゴリー６ 

項目             「事業所業務の標準化」に 

               おいて評価 

 

例：認知症に関する項目 

                

               
・先行サービスにおいても認知症の利用

者に対する理解を深めていくことは

非常に重要でありサービスによる軽

重を付けることは困難 

・国の介護サービス情報の公表において

は共通項目として全サービスに導入 

 

全介護保険サービ

スに統一的に１８

年度から導入して

いく方向で整理 


